
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 部  第 ８ 期 施 策 の 推 進  
  



 

 

 

 

  



               第４部 第１章 基本目標①地域でいきいきと暮らす（介護予防・地域交流） 

67 

 

 第４部 第８期施策の推進 
第１章 基本目標①地域でいきいきと暮らす（介護予防・

地域交流） 
団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となる令和７年（2025 年）に向け、単身高齢者世帯や

高齢者のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想される中、急速に介護ニーズが高まると想定さ

れます。その後、令和 22 年（2040 年）にかけて高齢者の増加スピードは鈍化するものの、支

え手である現役世代人口が急速に減少していくことが予想され、住み慣れた地域で暮らし続

けることができるよう、高齢者が地域とのつながりや生きがいをもちながら暮らしていける、

地域や社会の支えあいのある地域づくりが必要です。 

そのために介護サービスだけでなく、医療や介護予防等の体制を充実させるとともに、生

活支援サービスや支え合いの体制整備をさらに推進していくことが必要です。また、高齢者

が地域の中で役割をもって生活することや社会活動に参加することは、生きがいや介護予防

にもつながっていきます。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援等高齢者を対象に「住民主体による訪問型サ

ービス」や、介護予防・生活機能の向上を図るための「通所型短期集中予防サービス事業（元

気塾）」を実施し、住民等の多様な主体の参画による一般介護予防事業と連携・連動を図り、

より効果的な支援の実施を目指します。 

 

●介護予防・日常生活支援総合事業の事業体系 
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１．健康づくり・介護予防の推進 

（１）健康づくりの推進 

日頃から健康づくりを心がけ、いつまでも健康的な生活を続けられるように、地域におけ

る健康づくり活動を支援し、介護予防を推進します。 

また、生活習慣病予防から介護予防に至る高齢期に着目した健康づくり施策を充実し、保

健事業と介護予防の一体的な実施等により、総合的な健康づくりの支援を行っていきます。 

 健康づくりに関する必要な情報や適切な医療が受けられる体制を目指し、関係機関と連携

を図ります。 

 

①地域における健康づくりの推進 

ア 市民による健康づくり活動の推進 

≪▼健康推進課≫ 

地域で健康づくり活動を推進するために、市民による健康づくり推進員活動を実施し、健

康な地域づくりを進めていきます。 

身近な場所で健康講座や男性のための料理教室、手軽に取り組める月例ウォーキング等の

企画・運営を行うとともに、関係団体等との協働により健康づくりのイベントなどを行い、

健康づくりのネットワークを広げていきます。 

また、健康づくり推進員育成のための研修や学習の機会等を設けます。 

 

イ 市民の自主的な健康づくり活動の支援 

≪▼健康推進課≫ 

 地域で自主的に活動するグループに対し、出張教育を通じて支援します。栄養士・歯科衛

生士・保健師等の専門職が、身近で気軽に健康について考え、実践できる機会を提供します。 

高齢者をはじめとした市民の「自主的に健康づくりに取り組む」という意識が高まるよう

に努めます。 

 

ウ 健康づくりの啓発と情報の発信 

≪▼健康推進課≫ 

たま広報や公式ホームページ等を通して、健康講座・健康ウォーキングマップ等、高齢者

をはじめとした市民の自主的な健康づくりに広く役立つ健康・保健・医療についての情報発

信を行います。 

 

エ 身近な場所や施設における健康づくり等の各種講座の実施 

≪▼健康推進課、高齢支援課、コミュニティ・生活課、公民館≫ 

健康センター、老人福祉センター、公民館、コミュニティ施設などで、高齢者を含めた市
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民を対象に、健康づくりに資する各種講座、講演会等を実施します。 

 

②高齢期に着目した健康支援 

ア 生活習慣病等予防に関する取組の充実 

≪▼健康推進課≫ 

生活習慣病を予防するためには、個人の生活習慣を見直すためのきっかけ（動機付け）が

重要です。保健・栄養・歯科の各分野で健康相談・教育・出張講座を行い、生活習慣を見直す

ための動機付けに繋がる取組を実施します。 

  

イ 健康診査等の充実  

≪▼保険年金課≫ 

75 歳以上の方には、介護予防のため後期高齢者健康診査を実施します。多摩市国民健康保

険に加入されている 40～74 歳の方には、生活習慣病の予防、生活習慣の改善と健康意識の向

上を図るため、特定健康診査を実施します。 

特定保健指導では、受診結果や生活習慣に応じたきめ細かな指導を行います。 

令和２年度からは 76 歳以上の後期高齢者医療被保険者（76、78、80、82、84、86 歳）を対

象に口腔機能に関する歯科健診を実施し、高齢者が、生涯にわたり口腔機能を維持すること

ができるよう、関係機関と連携し、口腔ケアの実施や摂食嚥下機能の維持向上に向けた取組

を支援していきます。 

 

ウ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

≪▼保険年金課・高齢支援課≫ 

 健康診査の結果や医療の受診状況の分析を行い、適切な医療受診の支援や高齢者の保健事

業と地域における介護予防とを一体的に実施し、生活機能の低下を防ぎ自立した生活を支援

していきます。 

 

【保健事業とフレイル予防事業（ＴＦＰＰ）との一体的実施】 

 

 

  

保健事業とフレイル予防

事業（ＴＦＰＰ）との一

体的実施 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 目 標 目 標 

検討 検討 実施 実施 実施 
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（２）介護予防の普及・啓発 

介護予防とは、高齢者が、介護が必要な状態になることの予防や、要介護状態等の軽減、

または悪化の防止を目的に行うものです。機能回復訓練などの高齢者本人への働きかけだけ

でなく、高齢者本人を取り巻く地域づくりへの働きかけも含めた取組みを行っていきます。

高齢者が、家庭や地域の中での役割を持ち、社会参加ができるよう、これまでの取り組みを

さらに推進するとともに、介護予防活動の普及・啓発を行い、高齢者が生きがいをもって生

活できる地域の実現を目指します。 

 

① フレイル予防の普及・啓発 

≪▼高齢支援課≫ 

フレイルとは、年を重ねて気力や体力などが衰えた状態のことで要介護状態の前段階とい

われています。フレイルの兆候を早期に発見し、適度な運動、栄養バランスのとれた食事、

持病の管理などをすれば、その進行を抑制し、健康な状態に戻すことができるといわれてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレフレイルやフレイルの状態にある高齢者を発見し、介護予防を推進する目的で、平成

29 年度より「ＴＡＭＡフレイル予防プロジェクト（ＴＦＰＰ）」を市民・大学・地域包括支援

センター等と連携し実施しています。この取組は、参加した高齢者自身が自分の状態に気づ

き、行動変容のきっかけづくりにするとともに、元気高齢者には地域活動の担い手として活

躍できるよう支援しています。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症予防に配慮し、地域の通いの場や地域の関係者等

と連携して新しい生活様式に合わせた事業を実施していきます。新型コロナウイルス感染拡

大の影響による二次的健康被害についても現状の把握と対応にも努めます。さらに、この事

業で把握した情報を集約・分析し、介護予防を推進する取り組みを検討していきます。 
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●新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した実施方法 

 

 

 2020 年版ＴＦＰＰ実施の様子 
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② 介護予防活動等の情報提供 

≪▼高齢支援課≫ 

介護予防を正しく理解し、行動変容のきっかけとなるよう、令和２年（2020 年）に作成し

た「元気アップ手帳（介護予防手帳）」を活用し、介護予防活動等の情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域における介護予防の拡充 

地域において介護予防活動を継続していくために、市民が主役となって声かけをしながら、

元気なうちから介護予防に取り組む地域づくりを推進しています。地域の担い手である介護

予防リーダーやうんどう教室の地域指導員の養成をし、住民主体による介護予防活動を支援

して行きます。 

また、通いの場のさらなる拡充により、人と人とのつながりによる支えあい（互助）の輪

が広がる地域づくりを目指します。 

 

  

元気アップ手帳（介護予防手帳） 

元気アップ手帳は、介護予防に役立つ情報が詰まった手帳です。 

市内の高齢者施設、介護予防活動、市の事業の紹介のほか、老い 

支度やこれからのことなど高齢者の皆さんとともに考えていきた 

い内容となっています。 

自身の介護予防活動の記録帳として健康診査の結果、かかりつ 

け医の情報、血圧などの情報も書き込み、介護予防活動や健康管 

理に役立てていただけます。 
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①地域介護予防支援事業の拡充 

≪▼高齢支援課≫ 

住民主体の介護予防活動を広めるため、地域の介護予防リーダーが中心となって、週１回

程度行う「地域介護予防教室」を行っています。「元気アップ体操」を地域介護予防教室の共

通のツールとして15の教室を開催しています。今後は現在活動している教室の支援とともに、

新たな教室の立ち上げを支援していきます。また、公園の運動遊具を活用した「うんどう教

室」の運営を、地域指導員が引き続き主体的に行っていけるよう支援します。 

さらに、地域に介護予防活動を広めるため、生活支援体制整備事業の生活支援コーディネ

ーターと連携して、サロン活動や自主的な集いの場の立ち上げ支援を行うとともに、地域活

動への継続した支援を行っていきます。  

 

【地域介護予防教室の数】 

 

 

◆地域介護予防教室（元気アップ体操）のコンセプト 

 

● 高齢者が容易に通える範囲に通いの場をつくる  

● 週１回以上の体操等を継続してできるようにする 

● 健康な高齢者のみならず、閉じこもりがちの高齢者や虚弱 

高齢者等、要支援の方などにも参加してもらえるものにする 

●介護予防リーダーを中核として、地域の方とともに、住民自身

積極的な参加と運営による自立した活動とする 

●通所型短期集中予防サービス事業（元気塾）と連動する仕組みにする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和元年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目 標 実 績 目 標 目 標 目 標 

地域介護予防

教室数 

16 か所 14 か所 
16 か所 18 か所 20 か所 

達成率 87.5％ 

地域介護予防教室 

「永山イキイキ体操」 

うんどう教室 

「乞田・貝取ふれあい広場公園」 
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【地域介護予防教室における感染症予防】 
 

各地域介護予防教室では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しながら、教室を運

営していくため、介護予防リーダーが様々な工夫を凝らして実施しています。教室を再開す

るときには、介護予防リーダーと市や介護予防・フレイル予防推進員と話し合いを重ね、下

記のポスターを作成し、教室での感染予防について啓発を行う等、運営の支援を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防教室再開時に配布した 

感染予防対策ポスター 
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②リハビリテーション専門職等による地域介護予防機能の強化 

≪▼高齢支援課≫ 

市では、地域における住民主体の介護予防の取組みや地域包括支援センターの介護予防の

機能を強化するため、「介護予防・フレイル予防推進員」を配置しています。介護予防・フレ

イル予防推進員を中心に、元気塾のリハビリテーション専門職との連携を行い、地域介護予

防教室参加者の身体機能を評価・分析することで、介護予防リーダーの活動支援をより一層

強化していきます。 

また、住民主体の通いの場「近所 de 元気アップトレーニング」には、地域のリハビリテー

ション専門職を定期的に派遣し、体操のアドバイスや地域包括支援センターとの連携等の支

援を行っています。 

さらに、各地域介護予防教室の身体機能を評価・分析し、現状を見える化することで、介

護予防リーダーの体制強化につなげています。 

 

＜地域介護予防教室 体力測定等見える化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 教室 A 教室 

第 2 層 生活支援

コーディネーター

と連携 
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③介護予防事業評価事業の実施 

≪▼高齢支援課≫ 

様々な介護予防事業の評価・検証を行うため、一般介護予防事業評価委員会を設置してい

ます。委員は、医師会、歯科医会、地域包括支援センター、第１層生活支援コーディネータ

ー、保健所、学識経験者（東京都健康長寿医療センター研究所）、市内大学（東京医療学院大

学）、で構成されています。事務局は、市（高齢支援課、健康推進課、保険年金課）、市内大学

（国士舘大学ウェルネス・リサーチセンター）、介護予防・フレイル予防推進員となっており、

本計画に定める目標達成に向けて、介護予防・日常生活支援総合事業の検証及び評価を行い、

その結果に基づき事業の改善に取り組んでいます。 

 

④地域の介護予防を担う人材の育成 

≪▼高齢支援課≫ 

住民主体の介護予防活動を広めるため、地域の介護予防活動をけん引する「介護予防リー

ダー」の養成を行い、介護予防リーダーが中心となって、地域住民とともに「地域介護予防

教室」を実施しています。 

引き続き、介護予防リーダーの養成を行い、住民が主役となって助け合い、声かけをしな

がら介護予防に取り組む地域づくりを目指します。 

 

【介護予防リーダー修了者人数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
令和元年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目 標 実 績 目 標 目 標 目 標 

修了者人数 
130 人 130 人 

170 人 190 人 210 人 
達成率 100％ 

介護予防リーダー養成講座 多摩市介護予防リーダー 
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（４）感染症の予防と拡大防止 

 新型コロナウイルス等の感染症は、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得し

ていないため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会

的影響をもたらします。これらの感染症が発生した際に、感染拡大を可能な限り抑制し、市

民の生命及び健康を保護し、市民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるよう、国や東

京都と連携しながら全市を挙げて努めます。 

 

≪▼健康推進課≫ 

 新たな感染症対策としては、多摩市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、平常時

には体制の整備、関係機関との調整、資器材の調整などの対策を推進します。発生時には、

住民への予防接種や住民の生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者(介護保険にお

ける要介護１以上等)への支援を、的確に対策を実施するように努めます。 
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２．介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

（１）生活支援サービスの充実 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という）は、地域の実情に応じて、住

民等の多様な主体が参画し、地域の支えあいの体制づくりの推進を目指すものです。平成 28

年度より要支援者を対象とした訪問介護・通所介護サービスを「地域支援事業」へ移行し「総

合事業」を開始しました。また、高齢者がこれまでに得た技能や経験を活かして、地域で社

会参加できる機会を増やしていくことが、高齢者の介護予防につながっていくことから、地

域で支援を必要とする高齢者の支え手となっていくことが期待されます。 

 

① 介護予防・日常生活支援総合事業と社会的な活動の促進 

≪▼高齢支援課≫ 

高齢者の社会参画は、自身の生きがいや介護予防につながるため、生活支援サービス等の

担い手としての活動や、地域活動などの社会貢献ができる場の創設や情報提供などを積極的

に行っていきます。 

また、多くの方が社会貢献として活動に参加しやすくなるよう「住民主体による訪問型サ

ービス」の担い手である「生活サポーターの養成講座」を、第１層生活支援コーディネータ

ーを中心に引き続き行い、住民同士の支え合いの仕組みづくりを住民と共に構築し、誰もが

持てる力を発揮できるような地域づくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

     

 

○コラム  生活サポーター養成講座 

「住民主体による訪問型サービス」の担い手となる「生活サポーター」を養成する講座です。

市民が介護予防の方法について学び、地域の支え合いの担い手として活動します。養成講座では

「フレイル予防の重要性」、「コミュニケーションのとり方」などをグループワークの手法を取り

入れて実施しています。 

また、すでに活動している生活サポーターのフォローアップ研修を実施し、安心して継続的に

活動できるよう支援しています。 

サポーター養成講座の様子 
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② 多様なサービスの拡充 

≪▼高齢支援課≫ 

 介護予防や自立支援を目的に「住民主体による訪問型サービス」や「通所型短期集中予防

サービス事業（元気塾）」を実施しています。 

 「住民主体による訪問型サービス」においては、さらに利用しやすい体制へ整備していけ

るよう、サービスの内容や生活サポーターの人材確保等について検討していきます。 

 「通所型短期集中予防サービス事業（元気塾）」は市内３か所で実施しており、リハビリテ

ーション専門職による個別の生活機能評価及び機能向上のプログラムと合わせ、介護予防プ

ログラムを４か月間実施しています。卒業時には、その人の状態に合った様々な活動につな

げており、卒業者の約７割が地域の介護予防に資する活動につながっています。今後は、リ

ハビリテーション専門職の機能を活用し、元気塾登録者以外を対象にアウトリーチによる生

活機能評価や福祉用具利用などに対するアドバイスの実施を検討します。 

 

●多摩市の訪問型サービス 

 総合事業訪問介護 住民主体による訪問型サービス 

提供する人 ① 介護福祉士 

② 介護職員初任者研修等修了者 

多摩市社会福祉協議会、シルバー人材セ

ンター、ＮＰＯ法人等に登録している市

の研修を修了した市民（生活サポーター） 

対象者 要支援１・２や事業対象者で、認知機

能の低下や精神・知的障害により日常

生活に支障がある症状や行動を伴う

方、疾患により日常生活の動作時に息

切れ等があり生活に支障がある方、退

院直後で状態が不安定な方等専門的

なサービスが必要と認められる方等 

要支援１・２や事業対象者で、生活サポー

ターと共に家事等を行うことで介護予

防・自立支援を希望する方 

サービス 

内容 

訪問介護員による身体介護、生活援助 掃除、洗濯、食事の準備や調理、買い物同

行支援等の家事を生活サポーターと利用

者が共に行うことで要介護になることを

予防し、自立した生活が維持できるよう

にする 

提供時間/回 サービス計画による 週１回 60 分/回以内 または 

    90 分/回以内(同行支援) 

利用者負担 原則１～３割 利用者負担 １回 60 分 302 円 

         90 分 452 円 

その他 日常生活上の家事の範囲を超えるこ

とは対象とならない 

日常生活上の家事の範囲を超えること

（模様替え、草むしり、花木の手入れ、大

掃除など）は各団体の独自サービスとし

て利用できる場合がある 
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●多摩市の通所型サービス 

 総合事業通所介護 短期集中予防サービス事業（元気塾） 

提供する

事業所 

通所介護事業所 多摩市いきいき元気センター 

対象者 要支援１・２や事業対象者で、

認知機能の低下や精神・知的

障害により日常生活に支障が

ある症状や行動を伴う方、進

行性疾患等により状態が不安

定な方、全身機能の低下がみ

られ地域の多様な活動の場の

利用が難しい方等 

①新たに要支援１・２の認定や事業対象となった方

でリハビリテーション専門職の評価を行い、日常生

活機能の評価・改善、個々にあった通い先の提案を

受けたい方 

②既に要支援１・２の認定者や事業対象者で、日常

生活機能評価、体力改善、健康管理の維持・改善や

短期間の介護予防プログラムを希望する方 

サービス

内容 

通所介護と同様のサービス 

生活機能の向上のためのプロ

グラム 

※施設により内容は異なる 

リハビリテーション専門職（理学療法士又は作業療

法士）による運動機能向上、認知症予防、口腔・栄

養機能の向上のプログラムを実施し、身体機能の改

善を図る。事業の前後で評価を実施。事業終了後は

一般介護予防事業の「地域介護予防教室」等地域の

多様な活動を含め、個々にあった活動の場へつな

ぐ。 

提供時間

／回 

サービス計画による ２時間／回、週２回、４ヶ月間 

利用者負

担 

原則１～３割 

※３割は平成 30 年８月から 

利用料無料 

※教材費等の実費は自己負担 

 

 

 

 

 

  

南野いきいき元気センター（元気塾） 
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●元気塾と地域介護予防事業との連動 

 「通所型短期集中予防サービス事業（元気塾）」のリハビリテーション専門職は、介護予防

リーダーが行う「地域介護予防教室（元気アップ体操）」や住民主体の通いの場を巡回して活

動支援を行い、住民参加型の活動と専門的な活動が連動する仕組みとなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

短期集中予防サービス事業（元気塾） 
 ・⽣活機能評価の場 
 ・個⼈的な⽣活改善の場 
 ・個⼈の⾝体機能改善の場 
 ・専門職への相談の場 
 ・介護予防啓発の場 
 ・⾝体機能を維持するための提案を受ける場 

デイサービス 

元気塾修了者の 

つなぎ先として 

ex）・送迎が難しい 

・住⺠主体の活動が

難しい 

 

地域 

包括支援 

センター 

市 民 

（虚弱な高齢者） 

《地域介護予防教室》 
・体⼒の維持向上の場 
・地域とのつながる場 
・外出の場 
・⾒守りの場 
・相談の場 

・参加者⽀援の相談 
・⽣活や⾝体機能の 

個別アプローチが 
必要な⽅のピック 
アップ 

修了者のつなぎ先 
・リハ職が定期的な訪問 
・介護予防の啓発や修了者

のフォロー 

リハ職が⽀援 

近所 de 元気アップトレーニング 

ふれあいいきいきサロン（社協） 

⺠間のスポーツクラブ等 

介護予防リーダーが毎週 1 回 

元気アップ体操を⾏う 
リハ職が⽀援 

相 談 

評価して 
つなげる 

リハ職が⽀援 

4 ヶ月間の 

リハビリ 

テーション 

通所型短期集中予防サービス事業（元気塾）と地域介護予防事業との連携する仕組み 
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③ 介護予防ボランティアポイント制度の充実 

≪▼高齢支援課≫ 

「介護予防ボランティアポイント制度」は、高齢者がボランティア活動を通じて社会参加

や地域貢献を行い、自身の健康維持・介護予防を図ることを目的としています。ボランティ

ア活動を行った方にポイントが付与され、ポイントに応じた交付金を支給します。ボランテ

ィア活動の場は、高齢者施設の他、幼稚園・保育園・介護予防リーダーの活動等、52 ヶ所（令

和２年３月現在）に広がっています。今後も、参加しやすい体制づくりを検討し、高齢者の

社会参加・社会貢献につなげ、介護予防を図っていきます。 

                              

【介護予防ボランティアポイント登録者人数】 

 

 

●にゃんともＴＡＭＡるボランティアポイント（介護予防ボランティアポイント） 

 

 
令和元年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目 標 実 績 目 標 目 標 目 標 

登録者人数 
450 人 478 人 

500 人 550 人 600 人 
達成率 106％ 
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（２）日常生活を支援する体制の整備 

支援や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で暮らすことができるよう、地域の

実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域

の支え合いの体制づくりを推進していきます。 

介護予防や日常生活支援の体制整備について、生活支援コーディネーター（地域支え合い

推進員）や第１層協議体と連携し取組を進めます。 

 

① 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置・

協議体の設置 

≪▼高齢支援課≫ 

市では、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的に、市全域を

担当する「第１層生活支援コーディネーター」を、日常生活圏域では「第２層生活支援コー

ディネーター」を複数配置しています。 

また、総合事業や生活支援サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有や連携強化の

場として、第１層協議体（まるっと協議体）を設置しています。第１層協議体（まるっと協議

体）は第１層生活支援コーディネーターが中心になり、社会福祉法人・ＮＰＯ・民間企業・協

同組合・民生委員・老人クラブ等の代表により構成されており、さらに３つの分科会「啓発

分科会」「移動分科会」「生活支援分科会」に分かれ、地域の課題や支え合い、生活支援サービ

スなどについて検討しています。 

 

●支え合い活動を推進するための「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」と 

「協議体」のイメージ図 
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啓発分科会では、令和２年（2020 年）に作成した啓発冊子「60 歳をこえてがんばるあなた

に伝えたい（beyond60）」等を活用し、退職などにより社会的な役割に変化を迎える世代に対

し、市内で活躍する場や機会等の情報提供を行っていきます。 

移動分科会では、地域の実情にあった移動手段の検討を行い、一部の地域ではモデル的に

実証実験も行っていきます。 

生活支援分科会では、生活支援の担い手の養成やよりよいサービス提供について検討して

います。 

今後も第１層と第２層の生活支援コーディネーターが連携し、地域のニーズや資源の把握

を行い、多様な主体による生活支援の体制整備を行っていきます。 

 

●啓発冊子「60 歳をこえてがんばるあなたに伝えたい 

（beyond60）」（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             実証実験で使用した車両       支援の様子  

○コラム～桜ヶ丘の移動を考える会～ 

 桜ヶ丘の移動を考える会は、坂や階段が多くバス停まで行くことが難しい桜ヶ丘地区の移

動問題を解決するために、令和元年６月、地域住民が中心となって立ち上がった市民団体で

す。高齢者にとって身近な移動手段を確保するにはどのような仕組みや支え合いが必要なの

かを考えるモデル事業として活動を開始しました。 

  住民だけでなく、多摩市社会福祉協議会・多摩市まるっと協議体の移動分科会・多摩市地

域包括支援センターや市等の関係団体が協働し、高齢者の身近な移動手段の実現に向けて検

討しています。令和元年１～２月に桜ヶ丘地区の老人クラブ「西桜
にしおう

寿会
じゅかい

」・「東桜
ひがしおう

寿会
じゅかい

」加入

者で、移動に困難のある高齢者を対象に実証実験を行いました。今後も市民や関係団体と共

に身近な移動手段の確保に向けて、実証実験とその検証を行っていきます。 

 

  

生活支援分科会の様子 
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②地域のニーズに合わせた多様な主体による支援体制づくり 

≪▼高齢支援課≫ 

第２層の生活支援コーディネーターが中心となって、各地域のニーズを把握し、住民だけ

で解決できないことについて多様な主体の協力を得ながら、課題解決に向けて行動していく

ことを支援します。 

近所 de 元気アップトレーニングやサロンなどの新たな通いの場の創出の支援や、既存団体

へ介護予防を主眼においた活動についての働きかけを行っていきます。 

また、多様な地域資源を活用した、多様な心身の状態に対応できる生活支援サービスを既

存の社会資源を活用しながら構築していきます。 

 

●第２層生活支援コーディネーター作成「多摩市通いの場ＭＡＰ」 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔶地域づくりによる介護予防事業（近所 de 元気アップトレーニング）拡充の 
コンセプト 
 
●高齢者が容易に通える範囲に通いの場をつくる 
●場所は、自分たちで確保する 
●週 1 回以上集まる 
●元気アップ体操（セレクト版）を毎回取り入れる 
●元気高齢者のみならず、腰痛・膝痛などで閉じこもりがちの高齢者や虚弱高齢者等、

要支援の方などにも参加してもらえるものにする 
●住民自身の積極的な参加と運営による自立的活動とする 
●リハビリテーション専門職・地域包括支援センター・生活支援コーディネーター・ 

社会福祉協議会等により立ち上げ支援、継続支援を行う 
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③地域における通いの場や支え合い活動等の把握や創出 

≪▼高齢支援課≫ 

第２層の生活支援コーディネーターが、地域のサロンや自主グループ、ＮＰＯが行ってい

る居場所等を把握し、その活動を支援するとともに、新たな通いの場の立ち上げ支援を行っ

ています。介護予防活動を推進するにあたっては、「元気アップ体操」を核として、通いの場

の創出を支援しています。 

また「近所 de 元気アップトレーニング」にリハビリテーション専門職を派遣し、「元気ア

ップ体操」のＤＶＤやパンフレットを使って活動が継続できるよう体操のアドバイス等を行

うことで、地域の介護予防事業と連動できる仕組みになっています。 

身近な地域で自分の楽しみや生きがい、役割を見つけることで仲間が増え、人とのつなが

りのある温かい地域づくりを目指します。 

 

【介護予防に資する住民運営の通いの場（おおむね週１回以上定例開催）団体数・参加率】 

※参加率＝高齢者人口に対する参加者実数 

 

  

 
令和元年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目 標 実 績 目 標 目 標 目 標 

介護予防 

通いの場 

80 団体 136 団体 
140 団体 150 団体 160 団体 

達成率 170％ 

参加者数 
参加率 8.8% 9％ 

（目標人数 3,920 人） 

9.5% 

（目標人数 4,210 人） 

10％ 

（目標人数 4,500 人） 2,400 人 3,707 人 
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３．社会参加と交流の促進 
高齢者が地域でいきいきと活動し、生きがいをもてるよう、高齢者の社会参加や他世代と

の交流を促進します。 

 

（１）高齢者による主体的な活動の促進 

①市民活動への参加の支援 

≪▼企画課≫ 

多くの高齢者が地域で元気に活動できるように、市民活動をはじめ各種情報の収集・発信

（インターネット・チラシ・ポスター・行政資料等）を行います。新たな担い手を発掘し市民

活動のきっかけとなる、市民・地域と行政との新たな協働のしくみづくりを通して、市民団

体と行政との間をつなぎ、市民の自主的活動を支援していきます。 

多摩ボランティア・市民活動支援センターや大学、企業、ＮＰＯ、市民団体等と連携し、多

くの市民が地域活動へ参加できるよう支援を進めていきます。 

関連 市民による健康づくり活動の推進 68 ページ 

 

②ボランティア活動等の促進 

≪▼企画課、福祉総務課、高齢支援課≫ 

 高齢者をはじめとした市民が、地域でボランティア活動やＮＰＯ活動等に参加しやすい仕

組みづくりを推進します。 

また、「多摩ボランティア・市民活動支援センター」（多摩市社会福祉協議会）と連携しな

がら、ボランティア活動やＮＰＯ活動等への参加を促進します。 

関連 介護予防ボランティアポイント制度 82 ページ 

 

③老人クラブへの活動支援 

≪▼高齢支援課≫ 

 地域でのスポーツや体操などの健康活動や趣味・生きがい活動、友愛活動、ボランティア

活動等を通して、高齢者の生きがいと健康づくり、地域での見守り活動を行っている老人ク

ラブや老人クラブ連合会の活動を支援します。 
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（２）高齢者の知識・経験等を生かす取組 

≪▼子育て支援課、児童青少年課、教育振興課、教育指導課等≫ 

保育所、学童クラブ、小・中学校では、地域の高齢者から、昔の暮らしや遊び、行事食な

ど、伝統・文化に関することや、高齢者の知識・経験等を子ども達に伝えると同時に、高齢者

を敬う気持ちを育む取組を行います。 

併せて、伝統文化に関する講座では、伝統諸技術を保有する地域の高齢者に講師を務めて

もらう等、伝統技術や知識を次世代に伝承してもらう取組を行います。 

 

（３）世代間交流の促進 

①地域での世代間交流の取組 

≪▼児童青少年課、子育て支援課、コミュニティ・生活課等≫ 

コミュニティ施設を利用する諸団体等を含めた多世代の連携行事の開催や、学校等との連

携、保育所・児童館などで実施する地域交流・連携を目的とした事業の実施など、世代間交

流を促進する取り組みを行います。 

 

②小学校・中学校での世代間交流の取組 

≪▼教育指導課≫ 

小・中学校の総合的な学習の時間や特別活動等において、高齢者をゲストティーチャーと

して招き世代間交流を図ります。高齢者入所施設の訪問・職場体験等を通じて高齢者に係る

施設やそこで働く人々の仕事に対する理解を促進します。 

 

（４）就労による社会参加の促進 

①シルバー人材センター事業の促進 

≪▼高齢支援課≫ 

 シルバー人材センターでは、高齢者の臨時的かつ短期的な業務、またはその他の軽易な作

業等の就業の機会を開拓し、高齢者に多種多様な就労の機会を提供しています。 

就労を希望する高齢者へ、多様な就業先を紹介することで社会参加を促し、高齢者が地域

で活躍できるよう、シルバー人材センターへの支援を行います。 
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②高齢者の雇用の促進 

≪▼経済観光課≫ 

ハローワーク府中と連携し、「永山ワークプラザ」の運営を行います。また、国・東京都等

の関係機関と連携して、「就労支援セミナー」や「就職面接会」等に取り組み、高齢者の就労

も支援します。 

 

③介護予防・日常生活支援総合事業での雇用の促進 

≪▼高齢支援課≫ 

介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービスを実施するＮＰＯ・事業所等の

人材確保を支援し、雇用の仕組みづくりを進めます。 

 関連 介護予防・日常生活支援総合事業 67 ページ 

 

 

４．生涯学習の推進 
高齢者が自己実現を図れるように、さまざまな学習・文化・スポーツ・レクリエーション

等の生涯学習の推進を図ります。一人ひとりの多様なニーズと参加意欲に応えられるように、

いつでも自由に学習する機会を選択できる環境を引き続き整えます。 

 

（１）生涯学習に関する相談・情報提供の充実 

≪▼文化・生涯学習推進課、公民館、図書館≫ 

生涯学習に関する相談をはじめ、活動団体等の紹介や、生涯学習に関する各種情報の提供

を行うとともに、高齢者をはじめとした市民の生涯学習活動のきっかけづくりを推進します。 

図書館では関係課と協力・連携し、地域課題に関連するテーマの資料を展示するなど、情

報提供の充実を図ります。 

 

（２）施設等における各種講座等の実施 

①老人福祉センター事業の実施 

≪▼高齢支援課≫ 

高齢者の生きがいづくりのため、老人福祉センター事業のうち「寿大学」では、文化・教養

講座や健康推進講座など様々な講座を実施します。 

高齢者が気軽に、そして安全に老人福祉センターを利用できるよう、バスによる送迎を行

います。 
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②公共施設における各種講座等の実施 

≪▼公民館、文化・生涯学習推進課、公共施設所管課等≫ 

地域の公共施設では、高齢者を含めた市民を対象に、文化教養、スポーツ、健康づくり、地

域づくりなど、様々な講座等を実施し生涯学習の推進を図ります。 

公民館では様々な切り口で講座を開催し、高齢者にも学ぶ機会と学んだ知識やこれまでの

経験などを地域で生かすきっかけとなるよう、活動団体や地域情報を収集・提供しています。

さらに個の学びが次のステップにつながるよう参加者同士がつながる機会をつくり、アフター

講座を企画するなど自主的に地域活動へ広がる支援を進めていきます。 

文化・生涯学習推進課では、市民自らが地域に興味を持ち、地域課題の解決に取り組む「新

たな担い手」につながる支援・働きかけとなる講座を実施しています。また、各部局で実施

される各種講座等を通して、市民に学びの場と学びの成果を発揮できる場を提供できる各種

施策を生涯学習の視点から体系化した計画を推進し、市民の生涯学習活動を側面から支援し

ます。 
 

（３）自発的な学習活動・市民活動の支援 

≪▼公共施設所管課等≫ 

グループ活動の場としての公民館、ＴＡＭＡ女性センター、コミュニティ施設、老人福祉セ

ンター、学校施設、市民活動・交流センター等において、高齢者をはじめとした市民の主体的

な活動を支援していきます。 

 図書館では、大活字資料や健康・生活に関係する資料を用意したシニアコーナーにおいて、

高齢者に役立つ情報を提供することにより、個人の学習活動を支援します。 
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